
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  お知らせ　

広報かみ平成２１年４月号１７

資源の再利用と不法投棄の防止にご協力をお願いします
　上記の電化製品の廃棄については、郵便局で事前にリサイクル料金を支払い、購入した店または家電取り

扱い店などに引き取りを依頼するか(※１)、ご自分で指定取引場所(高知市内)に運搬(※２)してください。

　粗大ごみとしての引き取りやごみステーションでの収集はできませんので、出さないでください。

　　※１　収集・運搬料金が別途必要です。　※２　収集・運搬料金は不要です

　４月から「液晶テレビ・プラズマテレビ」と「衣類乾燥機」
も対象になりました

家電リサイクル法改正

＜不法投棄(未遂も同じ)に対する罰則＞

　懲役５年以下もしくは１千万円以下の

罰金、またはその併科に処せられます。

　法人については、１億円以下の罰金刑

を科せられます。

ブラウン管テレビ
エアコン
冷蔵庫・冷凍庫
洗濯機

＋ 追加！

【問い合わせ先】環境課☎５３－１０６３

罰金１億円！

　平成２１年度スポーツ安全協会傷害保険の申し込み受け付けを次のとおり行います。

スポーツ安全協会傷害保険に加入しましょう！
（財）スポーツ安全協会高知県支部

【問い合わせ・申込先】生涯学習課☎５３－１０８２

★保険期間　

平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日

★加入条件　

１団体５人以上で構成されていること

加入対象者 補償対象となる団体活動等 区分 年間掛金
（一人当たり）

子ども

中学生以下
（特別支援学校

高等部の
生徒を含む。）

団体活動全般
（スポーツ・文化・ボランティア・地域活動など） A1 600円

団体活動全般 

AW 1,150円
上記以外
（個人活動・個人練習など）

大
　

人

高校生
以上

文化・ボランティア・地域活動
団体員の送迎、応援、準備、片付け A2 600円

スポーツ活動
スポーツ活動の指導 C 1,600円

子どものスポーツ活動の指導限定
※C 区分でも加入可 AC 1,100円

65 歳
以上

スポーツ活動
※C 区分でも加入可
※スポーツ活動を行わない方は A2 区分

B 800円

全年齢 危険度の高いスポーツ活動 D 9,000円


